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自 由 民 主 党 要 望 項 目 一 覧 

令和２年度１１月補正分 

要望項目 左 に 対 す る 対 応 方 針 等 

１ 新型コロナウイルス感染症と季節性インフルエンザとの同時流行 

に備えた医療提供体制の構築について 

冬場の季節性インフルエンザと新型コロナウイルス感染症の同時 

流行に備え、発熱時の診療体制について、これまでの保健所から医療
機関へつなげる仕組みから、直接かかりつけ医など地域の医療機関へ
相談し、診療や検査につなげる仕組みへ変更することとなり、相談や
診療に対応できる医療機関を十分確保できるかが課題となる。 

ついては、診療所における発熱者の動線確保や検査機器の整備、医
療用防護具の提供などの支援など、協力が得られやすい環境整備を図
ることにより、一部の医療機関に負担が集中せず、なるべく多くの医 
療機関で季節性インフルエンザと新型コロナウイルス感染症の検査
や診療ができる体制づくりに努めるとともに、県民が相談先等につい
て混乱しないよう周知に努めること。 

 

新型コロナウイルス感染症と季節性インフルエンザとの同時流行に備えた医療提供体
制を構築するため、県内対象医療機関の約８割にあたる２６０を超える医療機関から診
療又は検査を行う医療機関（診療・検査医療機関）として登録いただいて、１１月１日
から体制を整えたところである。さらに、１１月補正予算案において、診療・検査医療
機関において院内感染が生じた場合の休業補償や労災給付上乗せ補償保険への加入支援
も検討しており、引き続き体制の充実を図っていきたい。 
このうち、診療は行うが、新型コロナウイルスの検査は難しい医療機関については、

圏域毎に設置する検査センターで対応するとともに、新たに設置した診療所支援センタ
ーにおいて、支援制度等の問合せなどに対応することにより、診療・検査医療機関をし
っかりサポートしていく。 
診療所の環境整備については、国の新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金も

活用して支援するほか、個人防護具については、医療機関が必要とする分量を県がとり
まとめ、国が確保・供給する仕組みを構築しており、引き続き、国と連携しながら取り
組んでいく。 
また、受診相談センター（２４時間対応）を新たに設置し、診療・検査医療機関のリ

ストに基づいて、特定の医療機関に患者が集中しないよう適切に医療機関を紹介できる
体制を整備し、「まず、かかりつけ医に相談を」を基本としつつ、県民が相談先等に困ら
ないように、新聞広告や県政番組など様々な媒体を活用してお知らせしていく。 
【１１月補正】医療環境整備事業（診療・検査医療機関支援事業）２０，０００千円 
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要望項目 左 に 対 す る 対 応 方 針 等 

２  新型コロナウイルス禍における地方財政の充実強化について 

新型コロナウイルス禍の影響により地方では大幅な税収減が懸念
されているが、来年度以降も新型コロナウイルス感染症の感染防止や
経済対策を適宜対応するための「新型コロナウイルス感染症対応地方
創生臨時交付金」や「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金」
の拡充をはじめ、地方自治体が担うべき行政サービスを実施できるよ
う、必要な地方一般財源総額及び地方交付税総額の確保について、年
末の地方財政対策の取りまとめに向け国に働き掛けること。 

 

新型コロナウイルスの影響により、地方税や地方交付税の原資となる国税収入の急激
な落ち込みと、感染症対策に必要な財政需要の増が見込まれる中、安定的な財政運営に
必要な財源の確保は、これまで以上に重要になってくると考えている。 

このような状況を踏まえて、年末の地方財政対策の取りまとめに向け、一般財源総額
及び地方交付税の総額確保、地方交付税の法定率の引上げや別枠の加算、減収補填債の
地方消費税への対象拡充、地域社会再生事業費の継続と地方部への重点的な配分などに
ついて、１０月１５日に本県として熊田総務副大臣へ要望を行い、また、１１月５日の
全国知事会でも「令和３年度税財政等に関する提案」としてまとめたところであり、更
に１１月中にも「地方創生実現財政基盤強化知事連盟」で国要望を行うことを予定して
いる。 

また、新型コロナウイルスの感染収束が見えない中、引き続き、感染防止や経済・雇
用対策等を行う必要があるため、全国知事会等を通じて、「新型コロナウイルス感染症対
応地方創生臨時交付金」の増額や、医療提供体制の充実・強化等に係る「新型コロナウ
イルス感染症緊急包括支援交付金」の拡充を求めていく。 

今後も全国知事会をはじめ他県とも連携しながら、次年度に向け各地方団体が地域の
実情に応じたきめ細やかな施策を実施できるよう、国に強く働きかけていく。 

３  教習用自動車に対する自動車税の課税免除について 

自動車学校は、初心運転者の養成や地域住民への交通安全意識の普 

及啓発のほか、社会問題化している高齢者の事故防止に向けた高齢者
講習の実施など、県の交通安全行政の基盤を支える社会的役割を担っ
ている。 

しかし、近年の少子化に伴う教習生の減少に加え、新型コロナウイ 

ルスの感染症の拡大防止に向けた合宿免許の受入れの延期や感染予
防のための設備導入などにより、自動車学校の経営は大変厳しい状況
となっている。 

ついては、指定自動車学校が有する社会的役割を踏まえ、教習用自 

動車の自動車税について全額免除とすること。 

自動車学校の教習車については、近年、自動車教習所は法定講習の委託機関として高
度化された高齢者講習を実施するなど、以前にも増して公共性・公益性が高まっている
こと等から、教習用自動車に係る自動車税を営業用車並課税の一部減免から全額減免と
する鳥取県税条例の改正を、１１月議会に提案することを検討している。 

４  境港におけるクルーズ客船受入れに向けた取組みについて 

新型コロナウイルス感染拡大の影響でクルーズが停止していたが、
１１月から日本の船会社による国内の短期間クルーズが再開される
こととなったことから、境夢みなとターミナルを拠点に山陰の海の玄
関として地域の賑わいづくりに貢献するため、感染防止対策を徹底し
た上で、積極的なポートセールスを行い、早期にクルーズ客船を誘致
できるよう努めること。 

令和２年１０月に境港管理組合が「クルーズ船受入時の新型コロナウイルス感染症対
応マニュアル」を策定し、合わせてサーマルカメラの設置等の感染防止体制を整えるこ
とについて、島根県、圏域市町村、商工会議所、観光協会、民間の観光事業者・交通事
業者等に対して説明するとともに、寄港地観光において観光事業者も十分な感染防止措
置を講じるように要請した。これらの感染防止の取組状況をクルーズ船社に丁寧に説明
して積極的にポートセールスを行い、早期にクルーズ客船を誘致できるよう取組を進め
ていく。 
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要望項目 左 に 対 す る 対 応 方 針 等 

５  高収益作物次期作支援交付金の運用について 

新型コロナウイルス関連対策として、野菜・花き・果樹など高収益
作物の次期作を支援する高収益作物次期作支援交付金について、２回
の公募が終了した今になって運用の見直しが行われることとなった。 

当初は、減収額の確認もなく募集してきたが、既に応募した農家に 

も、前年比の減少額を確認した上で交付するとし、交付額は①売上減
少額、②影響を受けた品目の作付面積に交付単価を乗じた額、③次期
作の面積に交付単価を乗じた額、のうち最も低い額とするなど、予定
していた交付金を受け取れない農業者が発生することとなる。 

次期作に向けた農業者の営農意欲を削ぐことなく、引き続き安心し
て農業生産に取り組んでいただくため、交付申請した農業者がもれな
く交付金を受給できるよう、当初の運用に戻すとともに、必要な予算
を確保するよう、国に対して働きかけること。 

県選出国会議員に対し、県とＪＡ県中央会が事務局を担う「鳥取県農業再生協議会」
は、国の運用見直しに伴う救済策及びそれに必要な予算の確保等について、１０月２３
日に要望を行った。 
これらの要望の成果もあり、国は１０月３０日に本交付金の運用見直しに伴う救済策

（交付予定額が減額又はゼロとなった生産者に対し、当初の交付予定額を上限に、１０
月３０日までの機械・施設の新たな取得費等を助成）の追加を決定したが、引き続き、
生産者が安心して継続的に営農できるよう現場の実情を踏まえて十分な予算確保を行う
とともに、農業者に対して丁寧に説明を行うよう、国に要望していく。 
 
 
 
 
 

６  県立高等学校における部活動遠征時の送迎について 

県立高校の教員が部活動遠征時に許可を得ず自家用車等で生徒を 

送迎していた問題で教員ら８３人が処分され、その後、公共交通の便
などの実情を考慮し、遠征時の送迎について、教諭が運転する場合に
認めるよう内規を見直す方針が示された。 

内規の見直しに当たっては、生徒の安全を第一に考え、安全対策を 

徹底するとともに、万が一の事故の際に教員が責任を追及されること
などないよう、現場や保護者の意見などを十分に踏まえて、実態に合
わせた対応となるよう努めること。 

 

部活動の生徒引率については、生徒の安全を確保する観点から、引き続き、公共交通

機関や貸切バスの利用を促進するとともに、新たにマイクロバスやレンタカーを利用し

た教職員の運転による生徒引率をやむを得ないものに限り認める、実態を踏まえた見直

しを行った。また、教職員が自家用車、マイクロバスやレンタカーを運転して生徒を引

率する場合には、校長または県教育委員会の許可を必要とすることとし、学校として責

任をもって対応していくとともに、マイクロバス、レンタカー運転者を対象とした安全

運転講習を実施するなど、生徒の安全を第一に考えた制度として運用していく。 

 さらに、部活動の生徒の引率において生徒の安全確保と教職員の負担軽減を一層進め
るため、貸切バスの利用を促進する経費を１１月補正予算案で検討している。 
【１１月補正】部活動の生徒引率に係る貸切バス利用促進事業 ４，０００千円 

７  林業労働災害の防止対策について 

チェンソー絡みの労働災害は、昨年度の林業の労働災害全体１３件
のうち５件（３８％）、今年も９月現在全体２２件のうち１４件（６
４％）と多発しており、チェンソー作業における安全対策の向上が喫
緊の課題となっている。 

チェンソーの訓練施設として、とっとり林業技術訓練センターが整
備され、先進的な訓練機械が収納されているが、訓練時には訓練機械
を外に出して訓練する必要があり、悪天候時の訓練が困難な状況であ
ることから、天候に関わらず安全に訓練ができるよう、施設整備も含
めて訓練施設の在り方を検討すること。 

労働災害発生抑止はもとより若手担い手の育成確保を図っていく上で、とっとり林業
技術訓練センターが果たすべき役割を踏まえ、令和３年度当初に向けて訓練施設の在り
方を検討していく。 
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要望項目 左 に 対 す る 対 応 方 針 等 

８  機械器具設置工事等の発注方法について 

県が機械器具設置工事等を発注する場合、現行の総合評価落札方式
（営繕工事）運用ガイドラインでは総合評価対象外となっているが、
県外企業に発注するような特殊な工事についても総合評価対象とし、
県内産業振興の観点から、県内に工場等を有する場合に対して評価で
きるような発注方法を検討すること。 

現行の総合評価落札方式運用ガイドラインでは、機械器具設置工事は総合評価の対象
外（価格競争）となっているが、例えば、ポンプ設置工事等の金額の大きい一部の特殊
な工事について、県内における営業所・工場の有無や配置技術者資格等を評価する総合
評価を試行的に運用することについて、他県の事例や関係者の意見等も参考にしながら
検討する。 

 


